
都道府県労働局長殿

基発1225第 11号

平成27年12月25日

厚生労働省労働基準局長

（公印省略）

労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件

の一部を改正する件について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成25年法律第28号）の施行に伴

い、昭和35年労働省告示第10号（労働者災害補償保険法の施行に関する事務に

使用する文書の様式を定める件。以下「告示j としづ。）について、今般下記

のとおり見直しを行ったので、事務処理に遺漏なきを期されたい。

記

1 改正の趣旨

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

及び行政手続における特定の傭人を識別するための番号の利用等に関する法

律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係

省令の整備に関する省令（平成27年厚生労働省令第150号）における労働者

災害補償保険法施行規則（昭和30年労働省令第22号）等の改正の内容につい

て、平成27年9月29日付け基発0929第9号により通知したとおり、個人番号

を利用する事務について、個人番号を取得するために、請求様式に個人番号

記載欄を追加することとした。

2 改正の内容

告示様式第10号、第12号、第13号、第16号の2、第16号の7、第16号の8

及び第19号について、個人番号記載欄の追加を行うとともに、請求人が社

会保険労務士に手続を委託した場合に、そのことを確認するチェックボッ

クスを追加する等所要の措置を講じた。

また、告示様式第4号、第6号、第16号の2の2、第16号の4、第18号（ 1 ）、
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第四号（ 2）及び第18号（ 3）について、社会保険労務士の氏名等の記入

欄を追加する等所要の措置を講じた。

3 事務取扱い上の注意

この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前の様式による用紙

は、当分の問、これを取り繕って使用することができる。

また、具体的な取扱いについては、平成27年12月24日に発出した「労災保

険給付個人番号利用事務処理手ヲIJを参照されたい。

4 施行年月日

平成28年1月1日

同 2-



様式第4号（表面）

労働者災害補償保険

未支給の保険給付支給請求書
未支給の特別支給金支給申誇書

府県 目樺 管 轄 基 幹
①労働保険番号

管轄局 種 日lj 西暦年

②年金証書の番号

死亡した受 フリガナ
給権者又は氏
③特別支給金

名

受給資格者死 亡
年

の 年 月 日

フ 1） 骨、ナ

氏 名

請求人
④ 。コ 住 所

申請人
死亡した受給権者
（労働者）又は特別支
給金受給資格者
（労働者）との関係

療養（補償）給付 合憐（補償）給付

⑤未支給の保険給付又は
遺族（補償〉給付 傷丙（補償〉年金

特別支給金の種類 葬祭料惨事祭給付）

特別卦合金

添付する書類
⑥その他の資料名

上記により

未支給の保険給付の支給を請求

未支給の特別支給金の卦詑申請

します。

~ 旦 日

T 重量」

請求人小 白所1
申請人）

氏名

労働基準歌督署長殿

番 号 校番号

番 号 枝番号

（男女） I 

月 日

障害（補償）給付

介護（補償）給付

一時金
期 lj 年金

＠ 

民みを希望する金融臓関の名称 預金の種類及び口座番号

主新子・金庫 本店・本所 普通・当座 第 号

出日島芳

農協・漁協・信組 苅店・苅庁 口座名義人



様式第4号嘆面）

［注意〕

1 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むことロ

2 死亡した受給権者又は特別支給金受給資格者（以下「受給資格者j という。）が傷病補償年金又は傷病年金を

受けていた場合には、①は記載する必要がないこと。

3 この請求書（申請書）には、次の書類その他の資料を添えるとと。

(1) 受給権者又は受給資格者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に

記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

(2) 遺樹市償年金及び遺族年金以外の未支給反保闘合付の支給を請求し、又は遺族補償年金若しくは遺族年金

を受ける権利を有する者に対して支給する遺族特別支給金及び遺族特別年金以外の未支給¢特別支給金の

支給を申請する場合には、次の書類

イ 請求人（申請人）と死亡した受給権者又は受給資格者土の身分関係を証明することができる戸籍の謄本

又は抄本（請求人（申請人）が死亡した受給権者又は受給資格者と事実上長散困関係と同様の事情にあった

者であるときは、その事実を証明するととができる書類）

ロ 請求人が死亡した受給権者と生計を同じくしていたこと又は申請人が死亡した受給資格者と生計を同じ

くしていたことを証明することができる書類

(3) 未支給の遺族補償年金又は遺族年金の支給を請求する場合には、次の書類その他の資料

イ 請求人と死亡した労働者との身分関係を証明するととができる戸籍の謄本又は抄本

ロ 請求人が障害の状態にあることにより遺族補償年をを受けることができる遺族であるときは、請求人が

労働渚の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明するととができる区二師又は歯科医師の診断書

その他の資料

(4) 遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有する者に対して支給する未支給の遺族特別支給金又は遺族

特別年金の支給の申請を行う場合には、次の書類その他の資料（同 の事由について未支給の遺族補償年金

又は遺族年金を請求することができる場合を除く。）

イ 申請人と死亡した労働者との身分関係、を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

口 申請人が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあった者であるときは、その事実を証明するとと

ができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

(5) 死亡した受給権者又は受給資格者が死亡前に保険給付の支給を請求していなかったとき又は特別支給金

の支給を申請していなかったときは、（1）から（4）までの書類その他の資料のほか、そロ：受給権者又は受給資

格者がその保闘右付の支給を請求し、又は特別支給金の支給を申請するときに提出しなければならなかった

書類そ江也の資料

4 未支給江保険給付の支給の請求のみを行う場合には、未支給の特別支給金の申請に係る事項は全て抹消し、未

支給の特別支給金の支給の申請のみを行う場合には、未支給広保険給付の請求に係る事項は全て抹消すること。

5 「誇求人（申請人）の氏名」の欄は、言路押印することに代えて、自筆による署名をすることができること。

社会保険 作成年月日・提出代行者事：，刻t理者の表示 氏 名 電話番号

労務士

記載欄 ⑮ 



様式第6号後面）
労働者災害補償保険

療養補償給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）届

労働基準謄督署長殿 ~ 月 !:l 

病 院

診療所

薬局
訪問看護事業者

寸
ー
ー
ー
」

市
岡経

T 

重量i

届出入の
主一亙

方
一
豊生企

下記により療養補償縦寸たる療養の給付を受ける指間荷涜等を（変更するので）届けます。

① 労 働 保 険 番 号 ④負傷又は発病年月日

府県 所当 管轄 基幹番号 枝番号 ③ 氏名
（男・立）

年 月 日

労生年月日 年 月 日（ 歳）

②年金証書の番号
働

者住 所 午 前 時 分頃
管轄局 種別 西暦年 番 号

σコ 後

職種

⑤災害の原因及び発生ね兄
一 一一一－＂＂－＂ー』 M 聞円『同－－ F ー l』』』＂＂＂＂ M圃 円円－－円『 F 一一一一 『『 F円『一一一－ －』比一 M 『『円－ －－•＂ー』M 』－－岨 明円 F円『 F －－－ド＃ド I - M 副－－岨問問円円－－円 l 『－・ －＂＂』 M - M幽閉円

• 円円円『『一一』山“ W円円『『一一一一一一 明円『 F - H ーI－－山 円－－－ I』 I -- - M 圃『 F円－－－一一一 円『『－－－ー』』－－ M 明円『 F 円明－－一一一一一

l 』－－抽 F 円『ー【 d ー， M M 円 F Fー－ M ー 『円円円 F －－・・・』－－－』M 岨円円円『円＂＂＂＂＂＂＂ . ＂.『ー】. 抽 聞『 F • H『酔 lー 円円円ード』』 d 』』抽 M 副岨円円円円－－ - l 』】 d －－－円F －』

一一 一 -- - 胴円 ....’－ .......抽岨岨 円円 l円一 I - -- 副岨圃 円 『 F －－一一一一一一 - 円 円－円『『－－－－－－』 聞 『円 『円 l円. d 』』 M 円円『－・－・ lー I---

（互の者につし、ては、④及t胞に詰載したkおりであることを証明します。

事業の名称

年 月 日 ア 電話（

事業場の所在地

事業主の氏名 ⑮ 

他人その他の団体であるときはその名称及び代表者次氏名）

名称 J：官i J 
ホι 更 前 σ〉 一一

所在地
T 

⑥ 

指
名 称

｛ 人ι

病
変 更 後 σコ γ 

院
所在地

等

。コ
治ρζて

変 更 理 由
更

d 』 d 円円－－’ー l • 円 . 唱 ' . .  円－－ l一 d』 - 一 『－I一 iI一i 一i 一一 一一 一i 一i 一一〕i • 一i •••••• 円問円＂－・ －・’H • - 円 - 『円4

傷病補償年金の更正請を 名 称

⑦ 
受けるこ左となった後
に療養の市計寸を受けよ

所在地
γ 

うとする指宿青院等刀

⑧ 傷 病 名



様式第6号（裏面）

［注意j

1 記入すべき事項のなし欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項をOで囲むとと。

2 ③は、どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような物で又はどのような状況において、どの

ようにして災害方考量生したかを簡明に言言設すること。

3 傷病補償年金の受給権者が当該傷病に係る療養に関しこの届蓄を提出するときは

(1) 〔I④及ひ也は、記載する必要がないとと。

(2) 事業主の証明は受ける必要がないこと。

4 傷病祷償年金に受給権者が当該傷病に係る療養に関しとの届書を提出する場合以外の場合で、そ広提出が南館最後で

あるときには事業主の証明は受ける必要が如、こと。

5 漏出人の氏名Jの欄及び「事業主の氏名」の欄は、言己名押印することに代えて、自筆による署名をすることがで

きること。

佐会イ約食｜ 作成年月日目提出代7者ー事務t理青の表示

労務土

記載欄

氏 名 電話番号

⑮ 



書

書
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負慎又は発病年月日

年月日

④ 

求

言青

労働者災害補償保険

害補償給付支給請
害特別支給金
害特別年金支給申
害特別 時金

障
障
障
障

）
 
面表
コ
日

（
一
用
一

号
一
宜
ロ
一

剛
一
災
一

第
一
務
一

樹
一
業
一

分頃

年 日月

時

金賃均平⑦ 

輯円

特別給与の緯額（年額百⑧ 

円

日月年
日可夜保障吾三蚕格の｜
~取得年月日｜

厚生年金保険誌の イ障害年金
閲民年金法の イ、障害年金

生息隼度主主皇室主主主

厚年等の年金証書の
主基礎年金番手号，年金コード＠ 

組

円

日月年

⑨
厚
生
年
金
保
険
等
の
受
給
関
保

ロ、首喜産主主主長
ロ、障害基礎年金類

級

額

年

障

当該傷病に関｜支
して支給されるi:-
年金の種類等ド支給されることとなった年月日

厚年等の年金証書の

基礎年金番号年金コード

<!) 

種

金

等

年

の

る

害

れ

金

さ抱の

等所苦事金年轄所

③の者については、④、⑥から⑤まで並びに喧の③及び＠に記載したとおりであることを証明します。

〒

電話称名。っ業事

⑮ 事業主の氏名

（浩人その他の団体であるときは、その名称及び代表者の氏名）

〔注意〕⑨の＠及び＠については、③の者が厚生年金保険の被保険者である場合に限り証明するこι
' ｜品既存障害がある場合に吋

l明その部位及び状態i

事業場の所在地臼月年

（診断書のとおり）障害の部位及。z状憧

添付する書類

その血竺ー資料主

⑩ 

本店本所
出張所
支店支酎

※金融機関店舗コード｜

銀行｝金庫
農協漁協信組

普通白当座 第 号

※郵便局コード I • I 
ナ↓
称

称

市僻

区
道
県
一
臣

都
府
一
貫 号

上記により
T 

号

号

番

番

号

号
記

記

の

の

帳

帳
通

通

金

フ

金

名

預

名

預

～日開一げ
J

印

M
r
ド
ヂ
支
店
等
又
は
郵
便
局
一

戸
盟
削
酎
刷
刷

ru
一

郵

便

貯

金

銀

行

の

を
を
る
閉
開
局

⑫ 

金ぴ）払渡し
けること
望す
融機
l土郵慣

年
受
希
金
又

⑬ 
ガリ

地在所

障害補償給付の支給を請求します。
障害特別支給金

障害特別年金の支給を申請します。

障害特別 時金 電話（

個人番号j111111111111 

住所請求人σ〉
申請人

i雪盟基埜監萱量呈盈

日旦年

号普通・当座第
旦

称名。っ関機融望する金

担行金庫

農協・漁協信組

希をii-橿



様式第10号（裏面）

［注意］

I ※印欄には記載しないこと。

2 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むことD

3 ③の労働者のf所属事業場名称・所在地j欄には、労働者の直接所属する事業場が一括適用の取扱いを受け
ている場合に、労働者が直接所属する支店、工事現場等を記載すること。

4 ⑤には、どのような場所で、どのような作業をしているときに、Eのような物で又はどのような状況において、どのよ
うにして災害が発生したかを簡明に記載すそこム

5 ⑦には、平均賃金の算定基礎期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期聞が吉まれてしも場合に、当該
平均賃金に相当する額がその期間の日数及びその期間中の賃金を業務上の傷病の療養のため休業した期聞の
日数及びその期間中の賃金とみなして算定した平均賃金に相当する額に満たなし、ときは、当該みなして箪定し
た平均賃金に相当する額を記載すること（様式第8号の別紙に内訳を記載し添付すること。ただし、既に提出され
ている場合を除く。）。 、）

6 ③には、負傷又は発病の日以前1年間（雇入後1年に満たない者については、雇入桂の期間）に支払われた労
働基準法第12条第4項目3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を記載すξとと（様式第8号の別紙に
内訳を記載し添付すること。ただし、既に提出されてしも場合を除く。）。

7 請求人（申請人）が傷病補償年金を受けていた者で配るときは
(1)①、④及び＠には記載する必要がなし、こと。
(2）②には、傷病補歯年金に係る年金証書の番号を記載することω
(3）事業主の証明を受ける必要がないこと。

8 請求人（申請人）が特別加入者でまるときは、
(1)⑦には、その者の給付基礎日額を記載すξニム
(2）⑧は記載する必要がなし、こと。

(3）④及び⑤の事項を証明することができる書類その他の資料を添えること。
(4）事業主の証明を受ける必要がなし＼ことり

9 ⑬については、障害補償年金又は障害特別年金の支給を受けることとな吾場合において、障害補償年金又は
障害特別年金の払渡しを金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除くロ）から受けることを希望する者にあっては「金
融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）J欄に、障害補償年金又は障害特別年金の払渡しを郵便貯金銀行の
支店等又は郵便局から受けξ三左を希望すξ者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局J欄に、それぞれ
記載すξこと。

なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらないとき
は、「預金通帳の記号番号jの欄は記載する必要はなし＼こと。

10 「事業主の氏名jの欄及びI請求人（申請人）の氏名」の欄は、記名押印するごとに代えて、自筆による署名をす
ることができること。

11 「個人番号」の欄については、請求人（申請人）の個人番号を記載すξこと。

12 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「請求人（申請人）の氏名j欄の下の口にレ点を記入すること。

干上会｛早：険｜作成年月日・提出代行者事務代理者の表恭

労務士
記載欄

氏 名

⑮ 

電話番号

（）  



［年金新規報告書挺出）書

書

求主同三阿
南
山
T

A
Q
日高

給

支

E

金
金
金

年

給

年

償

支

別

補

れ

特

族
ー
族
族

遺

遺

遺

様式第12号（表耐）

仁茎重翠塑 言青

管

分母言

負傷又は発病年月日

年月日

日

日

月

時

月

年亡

年

前
捷

⑤死

労働者災害補償保険

① 労 働 保 険 番 号し I力方玄玉二二二； ー・……… •••••• 1④ 
府県｜所掌i管轄i基幹番号｜枝番号｜完氏勺 、 町）

：｜｜  ｜：：：：：｜  ｜亡生年月日｜ 年 月 日（ 歳）

②年金証書の番号 1 ：~111111111111
轄局｜種 別｜西暦年｜番 号｜枝番引者相世

I I I : i I Iの
箆災！害虫異国及aぴ号f.状況

午

金貢均⑦平
所属事業指
名称所在地

鵠円

特別給与の緯額（年額）｜③ 
円...岨・・・・町町・町 ....岨・・....町・町 ・ .....凶同．． .. ・

日月年⑤ 

船員保険法の遺族年金

所轄年食事務所等

厚生年金保険法の

等
の
受
給
関
係

厚
生
年
金
保
険

電話（ ） 

T 

称事業の名月日年

あるない

障害¢有無｜患で人畑山と生却を間以して3

＂るない

あるない

まるない

あるない

事業場の所在地

事業主の氏名 ⑮ 

（法人その他の団体でまるときはその名称及び代表者の氏名）

所 I ;' ';,"M~ 引障害時無｜粧品tr::,i
ある・ない ' 

ある・ない

あるない

［注意］⑨の＠及び＠については団の者が厚生年金保険の被
保険者である場合に限り証明すとこじ

フリガナ住日月年生名フDガナ氏
⑩ 

申
請
人

請
求
人

ττ官官守
与一牛」ι」呈所プリガナ住日月年生名フリガナ民

(D ！＇.＇＇＂，；＂＇＇字明の時止奮の醐年金番号平 1, , , i : ・ ' ' I , ’ ' ｜＠死亡労働者の被保険者安心取得何回｜
の当該死亡に関して支給される年金の種類

イ遺族年金 ｜ イ母子年金ロ準母子年金ハ遺児年金
ロ蹴厚生年金 ｜国民年金法のニ寡婦年金ホ遺族基礎年金

支給される年齢額 ｜支給されるこ世なった年間｜ 訴訟＇.＇＇＇；；；協和出品立） ｜ 

I I , ；・ 1 I , , I 
円｜ 年月日 1I I . . . ＇・ I 町 I.・.I 

受けてU唯L、場合は、次剛ザれカ吃Oで園札 歳定請求中 不支給裁定 未加入 請求して··~い 老齢年金等選択

③の者については、告L置から喧まで並びに恒のq;及び＠に記載したとおりで＂ることを証明します白

⑪
川
町

ERHHH鏡

添付する書類その他の資料名
1金一支 I
Z陪
融便掬
貯金

機金除
似〈
行 i

関のザ
家安

便店

等
貯
文
金
は
線
鶴

行使

品且

いるいない－ Uもいない

し唱aいない

いるいない

1 ⑫ 
※金融機関店舗コード｜

同制
岨 R
師~

銀行 金庫
農協漁協信組

号

称名
年金の払渡Lを

第普通当座

※郵恒局コ

め
主
ナ
称

τ一一室「一夜
主一一五
リガ

預
孟
ブ

受けることを

ード

名

希望する

金融機関又は

⑬ 

市郎

孟司
号

－車
第

地
2ぢ
岳

在
τーす隈
ゆま

所
一
綱
引

請求人 住所
申請人の

⑮ 

臼本件手続を裏面に記載の社会保険労務：とに委託しますロ

I I I I I I j I I I I I I 
預金¢種類及び口座番号

電話（ ） 

個人番号

郵便局

遺族補慣年金の支給を請求します。

遺旋特別支給金
遺族特活字金

年月円

労働基準監督署長腫

の支給を申請します切
上言己により

特別支給金について彊込を希望する金融機関の名称

本店。本所

出張所

支店支所

号第普通・当座

口座名義人

輯行・金庫
農協，漁協・信組



様式第 12号（裏面）

［注意〕

1 ※印欄には記載しないこと。

2 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むこと。

3 ③の死亡労働者の「所属事業場名称・所在地j欄には、死亡労働者が直接所属していた事業場が一括適用の取扱いを受けている場

合に、死亡労働者が直接所属していた支店、工事現場等を記載すること。

4 ⑤には、どのような場所で、どのような作業をしているときに、どのような物で又はどのような状況において、どのようにして災

害が発生したかを簡明に記載することロ

5 ⑦には、平均賃金の算定基礎期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期間が含まれている場合に、当該平均賃金に棺当する額

がその期間の日数及びその期間中の賃金を業務よの傷病の療養のため休業した期聞の日数及びその期間中の賃金とみなして算定し

た平均賃金に相当する額に満たないときは、当該みなして算定した平均賃金に相当する額を記載すること（様式第8号の別紙に内訳

を記載し添付すること。ただし、既に提出されている場合を除く。）。

6 ③には、負傷又は発病の日以前 l年間（雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間）に支払われた労働基準法第 12条第4

項の3筒月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を記載すること（様式第8号の別紙に内訳を記載し添付すること。ただし、既

に提出されている場合を除く。）。

7 死亡労働者が傷病補償年金を受けていた場合には、

(1)①、④及び'.fl)には記載する必要がないこと。

(2）②には、傷病補償年金に係る年金証書の番号を記載すること。

(3）事業主の証明を受ける必要がないこと。

8 死亡労働者が特別加入者であった場合には、

(1)⑦には、その者の給付基礎日額を記載すること。

(2）③は記載する必要がないこと。

(3）④及び⑤の事項を証明することができる書類その他の資料を添えること。

(4）事業主の証明を受ける必要がないこと。

9 ⑨から⑫までに記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項を記載することロ

10 この請求書（申請書）には、次の書類その他の資料を添えることロ

(1）労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検観調書に記載してある事項についての市町村長の

証明書又はこれに代わる八き書類

(2）請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族補償年金を受けるととができる遺族と死亡労働者止の身分関係を証明するこ

とができる戸籍の謄本文は抄本（請求人（申請人）又は請求人（申請人）以外の遺族補償年金を受けるこ左ができる遺族が死亡労働

者と婚姻の届出をしていないが事実t婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類）

(3）請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族補償年金を受けることができる遺族（労働者の死亡当時胎児であった子を除

く。）が死亡労働者の収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類

(4）請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族補償年金を受けることができる遺族のうち労働者の死亡の時から引き続き障

害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

(5）請求人（申請人）以外の遺族補償年金を受けることができる遺族のうち、請求人（申請人）と生計を同じくしている者について

は、その事実を証明することができる書類

(6）障害の状態にある妻にあっては、労働者の死亡の時以後障害の状態にあったとと及びその障害の状態が生じ、又はその事情がな

くなった時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

11 ⑬については、次により記載寸ることロ

( 1)遺族補償年金の支給を受けることとなる場合において、遺族補償年金の払渡しを金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）から

受けることを希望する者にあっては「金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除し）」欄に、遺族補償年金の払渡しを郵便貯金銀行の支

店等又は郵便局から受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局j概に、それぞれ記載すること。

なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けるこEを希望する場合であって振込によらないときは、 f預金通帳の記

号番号」の欄は記載する必要はないこと。

(2）請求人（申請人）が 2人以上ある場合において代表者を選任しないときは、⑩の最初の請求人（申請人）につい亡記載し、その

他の請求人（申請人）については別紙を付して所要の事項を記載すること。

12 「事業主の氏名jの欄及び「請求人（申請人）の氏名」の欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる

ことの

13 「個人番号jの欄については、請求人（申請人）の個人番号を記載すること。

14 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「請求人（申請人）の氏名」欄の下の口にレ点を記入すること。

社会保険

労務士

記載楠

作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 氏 名 電話番号

⑮ 



様式第13号（表面）

童日童同

求請
請申
等等
給給
転転

険金金金

一昨年三年
補償寺別

災補長特

併族五族

労遺遺遺

フ り ガナ ② イ先順位者の失権』恒M...............開開噂園田岨目唱園田岨』a』e.........冒’w・『圃圃d圃a圃a・・d・d・.圃－圃．圃．圃．圃．圃．圃．圃．圃，圃，圃圃’『・圃・『・『・ー，a圃園田a••• M・』・・・・・4”.
請求

①死亡労働者の 氏 名 （男・女） ロ胎児であった子の出生

歳）
（申請）の ハ先順位者の所在不明

生年月 日 年 月 日 事向

③ 
フリガナ

生年月
フ リ ガ ナ 死亡労働者 代表者を選任しない

氏 名
日
住 所 との関係

障害の有無
ときは、その理由

請申 年 月 日 ある・ない

求請

人人 年 月 日 ある・ない

年 月 日 ある・ない

年 月 日 ある・ない

④ フリガナ フ リ ガ ナ 死亡労働者
年金証書の番号

既遺年
氏 名

生年月 日
住 所 止の関係 管轄局 番 号 枝番号

に肱金
遺年を
族令受 年 月 日

， 

補及け
償びて 年 月 日 ---年遣い
金族る

年 -----又特者 月 日
は別

年 月 日 -----
⑤ 当該死亡に関して支給される年金の種類

厚 イ遺族年金金｜｜ イ母子年金 ロ準母子年金 ハ遺児年金
生 陣生年金保険法のロ遺族厚生年 国民年金法の ニ寡婦拝金

船員保険法の遺族年金
年 ホ遺族基礎年金

金 厚年等の年金書E書の基礎年金番号I竿金コード
保 支給される年金の額 支給されととととなった年月日 （複数のコードがある場合は下設に記載すること，） 所轄年金事務所等

院
等
の 円 年 月 日
F又見

給
関
係 受けてU、なu、場合は、次のいずれかをOで囲む。 裁定謂求中 不支給裁定 未加入 請求してしずよい 老齢年金等選択

諸問也金）t 
フリガナ フ り ガ ナ

死亡労働者

求じ又が 氏 名
生年月 日 住 所 との関係

障害の有無

人くはで
（し遺き 年 月 日 あるない
申て族る
請い年遺 年 月 日 ある・ない
人る金族
）遣を

年 月 日 ある・ない
と族受
生補け

年 月 日 あるない
言十償る
を年こ あるない年 月 日

⑦添付する書類その他の資料名
金（支 ※金融機関店舗コード｜ 1 
理事店

融恒等 名 称 銀行金庫
本店I本所

貯を 出張所
機金除 農協ー漁協ー信組 支店主所
銀〈

関行・預金通帳の記号番号 普通ー当座 第 号
年金の払渡しを受けることを

の〕

郵支 ※郵便局コード
且

③希望する金融機関
便店

又 l土 郵 使 局 貯等
フリガナ ・・・・ー・ι...・・・...開’曹時『........圃M圃』圃晶圃晶圃圃圃圃圃圃晶圃圃圃圃圃圃圃圃司’圃・晶ー，圃『圃『a・『・・・a....・・・ιa合晶a..ー・........、，，司圃圃圃圃』圃司晶一圃・4晶M圃M圃M圃圃圃圃圃晶司圃圃圃可．‘，’曹・司．，，『．．．．．．．．・ー・・・・・・・

金又 名 称
は
所 千主 地

都道 市部

銀郵 府県 区

行使
預金通帳の記号番号 第 号

の局

上記により
す

す

中

仇

念

品

L

し

求

詩

請

申
を

を

給

給

支

支
の

のケ時器開
T 電話

労働基準庶督署長殿

請求人
（代表者） 片市

のよ土＝

申請人
（代表者）

主 且 日

口本件手続を裏面に記載の社会保険労務土に委託しますロ

偲人寄号 I I I I I I I I I I I I I 



様式第13号（裏面）

［注意〕

※印欄には記載しないこと。1
i

り
L
η
ο

事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むとと。
先順位者が失権したととにより又は所在不明の先順位者について遺族補償年金又は遺族年金の支給が
停止されたことにより、新たに受給権者となった者がこの詰求書（申請書）を提出するときは、次の書
類その他の資料を添えること D

(1) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けるこ
とができる遺族と死亡した労働者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本

(2) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けるこ
とができる遺族のうち障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる者に
ついては、その者が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明するととができる医師又
は歯科医師の診断書その他資料

(3) 請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族につい
ては、その者が請求人（申請人）と生計を同じくしていることを証明することができる書類

4 労働者の死亡当時胎児であった予が出生した場合において、その同順位者又は後順位者が遺族補償年金
又は遺族年金の支給を受けているときは、次の書類その他の書類を添えること。

(1) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けるこ
とが Pきる遺族と死亡した労働者との身分関係を証明するととができる戸籍の謄本又は抄本

(2) 請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族繍償年金又は遺族年金を受けることができる遺族のう
ち、障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる者については、その者
が労働者の死亡の時から引き続き障害の状態にあることを証明することができる医師又は歯科医師の診断
書その他の資料
(3) 請求人（申請人）と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺族につい
ては、その者が請求人（申請人）と生計を同じくしていることを証明することができる書類

5 ③、④、⑤及び⑦に記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項を記載するととロ

6 ③については、次により記載すること D

(1) 遺族補償年金若しくは遺族年金又は遺族特別年金の支給を受けるとととなる場合において、遺族補償年
金若しくは遺族年金又は遺族特別年金の払渡しを金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）から受ける
ことを希望ずる者にあっては「金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く 0 ) J欄に、遺族補償年金若しく
は遺族年金又は遺族特別年金の払渡しを郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から受けることを希望する者に
あっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局j繍に、それぞれ記載すること。
なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらな
いときは、 「預金通帳の記号番号jの欄は記載する必要はないこと。

(2) 請求人（申請人）が2人以上ある場合において代表者を選任しないときは、③の最初の請求人（申請
人）について記載し、その他の請求人（申請人）については別紙を付して所要の事項を記載すること。

7 f請求人（申請人）の氏名jの欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる
こと D

8 

9 

「個人番号Jの欄については、請求人（申請人）の個人番号を記載すること。

本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、 「請求人（申請人）の氏名J械の下の口にレ点を記入す
ること。

社会保険｜作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示

労務土 l

記載榔

氏 名 電話番号

⑮ I ( ) 



様式第16号の2（表面）

労働者災害補償保険

傷病の状態等に関する届

府県所掌管轄 基幹番号 枝番号

① 労働保険番号
負傷文は

プリガナ ③発 病 年月日
② …….. . . ....…・I 町 E ー司… 年月日

労 氏 名 （男・女）
) 

働生年月日 年月 日（歳）
療養開始

者 ブリガナ ④ 年月日

の住所 年月日

⑤ 
傷病の名称、
部位及び状態 （診断書のとおり。）

厚年等の年金 ' : : : : : : 
証書の基礎年金 : : : : : ' ' ' : ' : 被保険者資格 年 月 日

⑥ 
番号年金コード ' ' の取得年月日

・E ’＇ ' ' : 干F ' ' • ’ 

厚 厚生年金保険法のイ障害年金ロ障害厚生年金

生 年 金 の 種 類国民年金法の イ障害年金ロ障害基礎年金

年 船員保険法の障害年金

金
保 障 害等級 級

険当該傷病に関

等
して支給される支給される年金の額 円

年金の種類等
の 支給されることとなった年月日 年 月 日

受 ＇ : . ＇・ l
給 厚年等の年金証書の基礎年金番号・年金コード ; ; ; ; I 

: 所轄年金事務所等

添付する書類
⑦ その他の資料名

金
（支 ※金融機関
郵店 店舗コード

融使等名称 掴 行 金 庫 本店・本所
貯を 山 出張所
機金除 農協・漁協・信組 支店・支所
銀く

関行。預金通帳の普通，当座 第 号

年金の払渡しを 記号番号

③ 
受けることを希郵等 ※郵便局コード

望する金融機関又使 ” 
は郵便局貯文 フリガナ

金は名称
銀

行郵一所在地 都道 市郡
の便 府県 区

支 預金通帳の
店局記号番号 管別 号

上記のとおり届けます。
γ 

t主 月 日

労働基準藍督署長殿

届出入の
住

氏

所

名

電話

⑮ 

口本件手続を裏面に記載の社会保険労務士に委託します。

個人番号 I I I I I I I I I I I I I 



様式第16号の2（裏面）

［注意〕

1 ※印棉には記載しなし、こι
2 事項をil!i択；－る場合には該当する事項をOで囲むこと。

3 ③については、傷病補償年金又は傷病年金を受けることとなる場合において、傷病補慣年金又は傷病年金の払渡しを金融機関
（郵便貯金銀行の支店等を除く。）から受けることを希望する者にあっては「金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）」欄に、傷病
補償年金又は傷病年金の払渡しを郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支
店等又は郵便局」欄に、それぞれ記載することD

なお郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらないときは、「預金通帳の記
号番号jの欄は記載する必要はないとL

4 f届出人の氏名j次補は、事時押印することに代えて、自筆による署名をす主ことができξこと。

5 「個人番号jの欄については、請求人（申請人）の個人番号を記載すること。

6 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「届出人の氏名」欄の下の口にレ点を記入すること。

一市衰の者理代務事者行t
 

出提日川H同月年成作目
棋
士
欄

部
務
局

社
労
一
置

氏 名

⑮ 

電話番号



圃仁濁点、半揖

ば文字

して書い
ださい凶

労働者災害補償側検

1哲学江支給請求書
様式第16号σ2の2（表面）圃

回:'J7TI同
凶

j

岡
凶
日［凶
車両日

帳
同
凶 ※

印
の
摘
は
記
入
し
な
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で
く
だ
さ
い
。

鵬
明
貝
が
記
入
し
ま
す
。
）

... 

。
裏
面
の
注
意
事
項
を
読
ん
で
か
ら
記
入
し
て
主
だ
さ
い
。

哲
ノ
再
る
麦
口
に
は
凶
器
室
長

ECら
に
2
つ
折
り
に
し
て
く
だ
さ
い
。
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日
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円
l
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臣
回
出
一
U

問
問
問
開
匡
一
④
轡

体
盟
司
口

千戸
E
一

③

酔
町
豆
一
日
門

U

｜
［
一
円
〕

一
円
U

一
円
U

「
門
U

胃
門
〕

前日門
U

一
円
〕
一凹

月年生年月日

口
口
口

し
た
り

記
載
す

は
該
当

記
入
枠

（注意）

友人知人烹孟語苦闘職員介護に 相時

律事！？戸考親眠

タ
カ
ナ
及
び
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
明
瞭
に
記
載
し
て
く
だ
さ
し ⑫出金融機関コ ド口般名義人

ぱ

イ親族 ロ友人・知人
ハ看護師・家政婦又は看護補助者
三施設職員

イ親族 ロ友人・知人
ハ看護師家政婦又は看護補助者
乙基藍腿昼
イ親族 ロ友人知人
ハ看護師・家政婦立は看護補助者
ニ施設職員

日から

日まで
自問

日から

竺五盟
日から

日まで
日開

月

月

月

月

月

月

本所

E所

支所

日

日

日

生年月日

月

月

月

年

年

年
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に
従
事
し
た
者

介
護

一一
H
接
読
取
り
を
行
い
ま
す
の
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介
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上
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iR ロ 介護に要した費用の額の証明書（

電話（

住 所

了

日月

診断書

年
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方7請求人の
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氏 名

。
すまで立？レ南中を左十

日
一
電
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番
号
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ν
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］
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実一事一の一護一げ

十
住 氏

印名所

圃



様式第四号の2の2（裏面）

〔注意〕

1 初めて介護（補働給付を請求する場合は、（ハ）の障害の部位及び状態並びに当該障害を
有することに伴う日常生活の状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添えること。

2 （イ）及び（ロ）について、障害（補働制寸郊合請求書を同聞こ晶出する場合にあっては、記
入する必要はないこと。

3 障害（補償）年金又は傷病（補償）年金を現に去る給している者は、（ロ）に当該受給している
年金に回を付すとともに、その等級を記入すること。

4 （ホ）の「請求対象年月Jは、請求する月について必ず記入すること。
その月に費用を支出して介護を受けた日がある場合には、（へ）及び（ト）に日数及ひ没頭を
すべて記入し当該支出した費用の額を証する書類を添えること。
その月に費用を支出して介護を受けた日がない場合には、（へ）及び（ト）は記入する必要は
ないこと。

5 （ヌ）の「介護に従事した者」の欄には、介護期間（（ホ）の「請求対象年月Jに相当する期
間）においてパ護に従事したすべての者について記入すること。

6 （ヌ）の「介護に従事した者」の欄の「氏名」、 「生年月日J及び「続柄Jの欄は、親族
又は友人・知人による介護を受けた場合に記入すること。

7 「請求人の氏名」の欄は、言己名押印することに代えて、自筆による署名をするこ左がで
きること。

8 親族又は友人・知人による介護を受けた日がある月分の介護（補償）給付の支給を請求
する場合には、［介護の事実に関する申立て］の欄に、介護に従事した者の言己名押印又
は自筆による署名が必要であること。

削

加

枠

と

欄

入

た

印

記

し

正

の

正

訂

面

訂

の

表

を

き
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宇

字

社会保険

労務士
記載欄

作成年月日 提出代行
荷 専務代屋者の表示 氏 名 竜話番号

⑮ 



様式第16号の4（表面）
労働者災害補償保険

療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等（変更）属

労働基準駐督署長殿 年 月日

病 院
丁

ヨ貝ρ号、， 療 所
薬 局

重設i
訪問看護事業者

住所

届出人の 方

氏 .'a ＠ 

下記により療養給付たる療養叫鮒を受ける指忠商院等を（変更するので）届けます。

① 労 働 保 険 番 号 ＠漁傷又は発病年月日

府県｜問 管轄 基幹番号 枝番号 ③ 氏名
（男・女7

年 月 日

労生年月日 年 月 日（ 歳）

②年金証書の番号
働

者住 所 午 前 時 分頃
管轄局 種別 間暦年 番 号

の
後

職 種

⑤災害の原因及び発生肉兄
一 一一一一一一 一山占＂＂＂』 副 圃 F同『『＂＂一＂＂＂＂＂＂ M・W円円円 円＂＂一一一一一一一 一 』 円 F <~-.. －一山峰＂＂＂ M 岨円円円円【『ード M • • •• 円『 F ••• “』M

訓『円 『 ..一一一一 一 円円『『.. H 』 『 F【唱a "'"' 」I •• M 岨 M 聞円円 F円円 F ー I • d 』 M l円＂＂＂＇＂ ""  F ー.. “ M 幽 閉 『一円円...一－ 4山山圃司 F 明 F円円 ll『＂＂＂－＂ M “ 幽副圃 円·•’. I 』 M 円 F円一 l

. 円F 『一一一一一一 一円『－－－－ M 円 『『..‘.. 】 M 』M M 抽 円円円『 F 『，a－－，“ M 山峰岨円円 w l円F円円一’ー...ー』M ..胴 円円－一 i一 一一 一一一一一一一一一一＂＂＂＂＂ 円円『一一一...ー』＂＂＂＂＂問問円『円円円『ド...』ド』 . 円d『『』F 】『 . ..  

『円F円F H ー』抽 M d 抽 . 一一一一一』4 • M 円円『円円 F l『－＂＂＂山 M 円『『円·•』..ー 【...』d 』』M一... 同明＂＂＂＂＇＂＂山 1 • 岨副 円 l • lー l••• M 開 閉 『円『..ーl • 

③の者については、④に記載したとおりであることを詔明します。

事業の名称

年 月 日 T 議舌（

事業場の所在地

事業主の氏名 ＠ 

（法人そ例也の団体であるときはその名称及t刈七表音の氏名）

〔注意〕 事業主は、④について知り得なかった場合には、証明する必要がないこと。

名称 .I:~:.. J 
変 吏 前 の

⑥ 所在地
T 

指

定 名 称

病 変 更 後 の

院 所在地
γ 

等

。コ • F円 l 』』 " -・ _,.., 』M F’ー lドー』 』 円F円F’ーl •• 円円 • I『. ‘F •• 円円＇＂＂ " 

万主3之

変 更 理 由
更

円円...ド..』... 『 " - "'"'  円 F 一一同一... 円円円『円＇＇＂＂ l』 円円 "'"'"  円 - --

寝苦両年金の王手古を受け 名 称

⑦ 
ることとなった能に療
養の給付を受けようと

所在地
T 

する指定病院等の

⑧ 傷 病 名



様式第16号の4Cl裏面）

［注意7

1 記入すべき事項のなし欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事買をOて酒むとと。

2 傷青年金の受給権者が当該傷丙に係る療養に関しこの届書を提出するときは

(I) ①、④及てK白は記載する必要がないこと。

( 11 事業主の証明は受ける必要がないこと。

3 傷青年金r7;,受給権者が当該傷病に係る療養に関しこの届書を提出する場合以外の場合で、その提出が離職後で

あるときには事業主ロコ恥明は受ける必要がないこと。

4 漏出人の氏名」の欄及び「事業主の氏名Jの繍は、言己名押印することに代えて、自筆による署名をすること

ができること。

社会保険 i作成年月日提出切手者事事制想輔の表示

労務士

記載欄

氏 名 電話番号

⑮ 



書求

請

労働者災害補償保険

障害給付支給誘

障害特別支給金

障害特別年金支給申
障害特別 時金

「一通勤災害用
書

① 労 働 保 険 番 号
フロガナ

＋－－ a日開【一一ー一一一一一 一一－ －』 A 

由負傷又は発病年月日

府県 所隼 管轄 基幹番号 伎番号 ③氏 名 （男女） 年 月 日

労生年月 日 年 月 日（ 歳）
午前 日寺 分頃
後

7 ＇ガナ 由傷病の拍癒した年月日
働一…

② 年金証書の番号 住所 年月日

管路局種 別丙暦年 番 号 者 職 種 岳 平 均 賃 金

の所属事業場 円 銭

名砕・所在地 ⑦特別給与の総額（年額）

⑧ 通 勤 災 害 開 す る 事 項 g1J 紙 の と お り 円

＠ 厚礎年年等金の書年金証書の l l ! ! ! ! ! ! I I I I I 年 月 日
基 号，年金コード の取得年月

曲
厚 厚生年金保険法の イ、障害年金 口、障害厚生年金

生 年 金 。っ 種 類 国民年金法の イ、障害年金 口、障害碁礎年金
年
金 船員保険法¢障害年金

保 障 害 等 級 級
険
等 当該傷病に関 支給 さ れ る 年 金 dヲ 額 円
の 白 して支給される
受 年金の撞類等 支給されることとなった年月日 年 月 日
給
関 厚年等 en 金手 金証書の I I I I 係 某儀年金番号 年金コード

月＂ 様 年 金 善事 務 所 等

③の者については、⑥及び①並びに⑨の＠及び＠並びに別紙のの、＠、＠、＠、⑦、⑫、③（通常の通勤の経路及び方法に限る。）及t⑫に記載し
たとおりであるこEを証明します。

事 業 。っ 名 称 議雫 （ 

年 月 日 事業場の所僅地 で

事業主の氏名 ＠ 

（法人その他の団体であるときは、そ¢名称及び代表者の氏名）

［注意〕 別紙のθ、＠及び③について知り得なかった場合には証明する必要がないので、知り得なかった事項の符号を消すとと。また、＠の＠及び＠につい
ては、＠の者が厚生年金保険の被保険者である場合に限り証明すること。

⑩ 障害部位及び状態 （診断書唱とおり） ⑪既存陣主がある場合に量｜
その i立及び状

⑫ 
添付する書類
その他の資料名

（支 ※金融機関店舗コード
盆重事鴎

優等 名 称 本店，＂所
魁貯金 銀行 金庫

機金除 農協漁協信組 支店出狼支所所

規く

陽行。
預金通帳の記号番号 普通当座 第 号

年金の払揮しを
の）

受けることを 鄭支 京郵恒局コド
⑬希望する
金融機関 使" フリガナ
又 iま 郵 使 局 貯宅事

－，圃圃圃圃圃 4晶圃 4圃a・“．晶．圃．圃．晶．圃，圃．圃．圃，圃関圃関司関晶守圃晶守圃『圃F圃・・・ーー・ι田...目岨』晶』恒．．．．．．．．．，冒・『開園，．．，『圃晶園田...圃品目a・』・・ー・ιeMιー....・・・.........開園圃圃圃”目岨圃園田a•••••••• 

文
名 称

"' は
都府道県

市協

銀島 所 在 地 医

行使

の局 預金通帳の記号番号 第 号

障害給付の支給を請求します。

障害特別支給合

障害特別午金の支給を申請します。

障害特別 時金

上高己により
電話（T 

住所

日本件手続を裏面に記載の社会保暁労務土に委託します。

側番号｜ I I I I I I I I I I I I 

Cf)》
請求人
申請人日

労働基準監督署長殿

旦主

預金の種類及び口座番号称名。フ関構融金。す望希をib 振

号第普通当座

旦

銀行金庫

農協漁協信組



様式第16号の7（裏面）

〔注意］

I ※印棉には記載しなし、こと。

2 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むこと。
3 ③の労働者のf所属事業場名称・所在地j欄に［士、労働者の直接所属する事業場が指適用の取扱し吐受け
ている場合に、労働者が直接所属する支店、工事現場等を記載すとこと。

4 ⑥には、平均賃金の算定基礎期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期聞が含まれている場合に、当該
平均賃金に相当する額がその期聞の日数及びその期間中の賃金を業務上の傷病の療養のため体業した期間の
日数及びその期間中の賃金とみなして算定した平均賞金に相当する額に満たないときは、当該みなして算定し
た平均賃金に相当する額を記載すること（様式第16号の6の別紙に内訳を記載し添付すとことじ。ただし、既に提出
されている場合を除く。）。
5 ⑦には、負傷又は発病の日以前1年間（雇入桂1年に満たない者については、雇入桂の期間）に支払われた労
働基準法第12条第4項の3箇丹を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を記載すること（様式第16号の6の別
紙に内訳を記載し添付するこむただし、既に提出されていξ場合を除く。）。

6 請求人（申請人）が傷病年金を受けていた者で玩るときは、
(I)①及び③並びに③の別紙は記載する必要がなし、こと。
(2）②には、詰求人（申請人）の傷病年金に係る年金証書の番号を記載すること。
(3）事業主の証明を受ける必要がないこと。

7 請求人（申請人）が特別加入者であるときは、
(I)⑤には、その者の給付基儲日額を記載すること。
(2）⑦は記載する必要がなし、こと。

(3）④及び主の別紙ののか色3まで、⑫及び＠の事項を証明することができる書類その他の資料を添えることロ
（心事業主の証明を受ける必要がないこと。

8 ⑬については、障害年金又は障害特別年金の支給を受けることJとなる場合において、障害年金又は障害特別
年金のJ払渡Lを金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）から受けることを希望する者にあっては「金融機関
（郵便貯金銀行の支店等を除く。）J榔に、障害年金又は障害特別年金の払渡しを郵便貯金銀行の支店等又は
郵便局から受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵便局J欄に、それぞれ記載するこ
と。
なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によ色ないとき
は、「預金通帳の記号番号Jの欄は記載する必要はないこと。

9 「事業主の氏名」の欄及び「請求人（申請人）の氏名jの欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をす
ξことができとことロ

10 「個人番号jの欄については、請求人（申請人）の個人番号を記載すること。

11 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「請求人（申請人）の氏名j欄の下の口にレ点を記入すること。

一
不
一
表
一の一
者
一理一

代
一務一事一

者
一
担行一1
 
1
 

出一
提
一

口
μ

一

阿
門
－
年
一
成
一
作
一険
士
欄

一
一
務
載

社
労
記

氏 名

⑮ 

電話番号

（）  



様式第16号の自（表面）

匝盃E
労働者災害補償保険

遺族年金支給議

室主党λr：主支給申 求請
書

書

否つ苦働保険番号 I －て＿：＇＿主ナー 一一一一一一
府県｜所掌l管轄｜基幹番号｜技番号｜店、 ｜ 

i I I I : I I：氏「肘）! ! ; ; ; ; I ; ; I年 I I⑤ 
②年金証書の番号 ｜与生年月日｜ 年 月 日（歳）！

管嗣｜種別｜西酔｜ 番号 l技師｜益五玉豆三iI I I I I I I I I I I II 

u ~cr11J「住司の
！ 所属事業場

' 名称所在地

③通勤虫害に関する事項 i~lj 紙のとおり

＠｜由 fii＂，：＇！＂.＇勺等見守斗 j! ! ! i ! ！・ Ii ; I@ :",::iのまEザ司
の当該死亡に関して支給される年金の種類

厚等｜厚生年金保険法のイ遺族年金 i国民年金法の イ母子年金ロ判子年金ハ遺児年金
I ロ遺族厚生年金 I ニ寡婦年金ホ喧族議礎年金

年呈 I I I 厚竿等の年金在香F基品年金活号年金コード ｜ 
金結｜ 支給される年金の額 ｜ 支給され日となった朝日 ｜ 欄 ηョ附ある軸肝段に時ナ叫｝ ｜ 

保関 I I I I " I I I I 
険係｜ 円｜ 年 月 日i ; ；田 I ; I 
受け口、柏崎合は、次のいず才かをCで囲むa 裁定請求中 不支給裁定 未加入 請求してU、ない 老齢年金等虚択

＠¢者については、＠及び⑦並びに恒のω及び＠並びに別紙のの、＠、＠、＠、⑦、ω、＠（通常の通勤の経路及t1方法に限る。）及び⑫に
記載したとおりであることを証明します。

否頁吾支は発病年月日

年月日

時分頃

日円パ年亡

前
後
一
死

午

年 月 日

骨平均賃金

円鍋
⑦特別給与の結額年額）：

円

年月日

船員保険法の遺族年金

所轄年金事務所等

事業主の氏名

（法人その他の団体であるときは、その名称及び代表者の氏名）

〔許意〕 別紙の白、白及び君について知り得なかった場合サこは証明する必要がなし叩で知り専なかった事項の符号を消すこと固また、
⑨の白及び由については、母の者が厚生年金保障の被保険者である場合に限り証明すをこと。

｜ フり刃ナ I フリ刀ナ 死亡労働者との
氏 名｜生年月日｜住 所｜関 係

諸市 I 目 目

事 業の名称

事業場町所在地

電話 （ ） 年 月 日

丁

.!Ji. 

フりガナ
氏 名

生年月日 住
ヲ

所
死El診働者との
関係

障害¢有無1::C'よ＇；，~；，t ~：：』
~るない

念るない

あるない

あるない

l請求人（嗣舗人｝剖
障害の有無｜生計を同じくしている副

あるない｜い る いない

求請

人人

面
積のこ
求温室＇
人族が
（年で
府金き
請をる
人受遺
）け族
以る
外

ある・ない し、 る・いない

ある・ない 、、 るーいない

ある・ない し、 る ι いない

※金融機関店舗コド

称 銀 千子 金 庫 本支日店青出木却張方砂
農協漁協信組

普通当座第 号

京郵慣局コード I I I I I I 

⑫添付する書額その他の資料名

' －支B
.豚店E

高：:1 
織全除l

年金の払症しを｜閥：rττ窓：：：
⑬受けるこ左を｜町｜

i使戸 l フリガナ
希望する金融｜貯等I,,, 

I A 又 t 宿
機関Xは郵便局｜士は

m 郵

行使

己主

称

所在地

すTi!「T 令
孟_JLー圭一一呈

道
県
－

郡
也

Z
償問川

開
区
一
号

遺族年金の支給を誇求します。

上記により遺族特別支給金 の支給を請求します。
遺族特別年金

労働基準監督署長殿

ア

請求人間山住所
申請人
（代表者）

童孟」

主----2 日

口本件手続を裏面に記載(J;社会保険労務士に委託しますロ

号 II I I I I I I I I I I I 
預金円種類及び口座番号

普通当座 第 号

旦座主蓋ム



様式第16号の8（裏面）

［注意］

1. ※印欄には記載しないこと。

2. 事項を選主尺する場合には該当する事項をOで囲むこと。
3. ③の死亡労働者の「所属事業場名称所在地j欄にl士、死亡労働者が直接所属していた事業場が一括適用の
取扱いを受けている場合に、死亡労働者が直接所属していた支店、工事現場等を記載すること。

4. ⑤には、平均賃金の算定基礎期間中に業務外の傷病の療養のため休業した期聞が含まれてしも場合に、当該
平均賃金に相当する額がその期間の日数及びその期間中の賃金を業務上の傷病の療養のため休業した期間の
日数及びその期間中の賃金どみなして算定した平均賃金に相当する額に満たないときは、当該みなして算定した
平均賃金に相当する額を記載すること（様式第16号の6の別紙に内訳を記載し添付するとじただし、既に提出さ
れてしも場合を除く。）。

5. ⑦には、負傷又は発病の日以前1年間（雇入後1年に満たない者については、雇入後の期間）に支払われた労
働基準法第12条第4項の3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金の総額を記載すること（様式第16号の6の別
紙に内訳を記載し添付すること。ただし、既に提出されてしも場合を除く。）。

6. 死亡労働者が傷病年金を受けていた場合には、

(1) ①及び④並びに③のゆj紙は記載する必要がないこと。

(2) ②には、傷病年金に係る年金証書の番号を記載すること。

(3) 事業主の証明を受ける必要がないこと。

7. 死亡労働者が特別加入者であった場合には、

(!) ⑤には、その者の給付慕礎日額を記載するととD

(2) ⑦は記載する必要がなし、こと。

(3) 別紙ののから③まで、並びに⑫及び②の事項を証明することができる書類その他の資料を添えること。

(4) 事業主の証明を受ける必要がないこと。

8. ⑨から⑫までに記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項を記載すること0

9. この請求書（申請書）には、次の書類その他の資料を添えること。

(1) 労働者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項に
ついての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類

(2) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族年金を受けることができる遺族と死亡労働者との身分関係を
証明することがてせる戸籍の勝本又は抄本（請求人（申請人）又は請求人（申請人）以外の遺族年金を受けるとと
ができる遺族が死亡労働者と婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあった者であるとき
は、その事実を証明することができる書類）

(3) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族年金を受けることができる遺族（労働者の死亡侍胎児であっ
た子を除く。）が死亡労働者の収入によって生計を維持していたこ左を証明するととができる書類

(4) 請求人（申請人）及び請求人（申請人）以外の遺族年金を受けると左ができる遺族のうち労働者の死亡の時から
引き続き障害の状態にある者については、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他
の資料

(5) 請求人（申請人）以外の遺族年金を受けることができる遺族のうち請求人（申請人）と生計を間じくしている者に
ついては、その事実を証明するととができる書類

(6) 障害の状態にある妻にあっては、労働者の死亡の時以後障害の状態にあったこと及びその障害の状態が生
じ、又はその事情がなくなった時を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料

10. ⑬については、次により記載するととD

(1）遺族年金の支給を受けるとととなる場合において、遺族年金の払渡しを金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除
く。）から受けることを希望する者にあっては「金融機関（郵便貯金銀行の支店等を除く。）J欄に、遺族年金の払渡
しを郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から受けることを希望する者にあっては「郵便貯金銀行の支店等又は郵
便局j欄に、それぞれ記載すること。
なお、郵便貯金銀行の支店等又は郵便局から払渡しを受けることを希望する場合であって振込によらないとき
は、「7頁金通帳の記号番号」の械は記載する必要はなし、こと。

(2) 請求人（申請人）が2人以上ある場合において代表者を選任しないときは、⑩の最初の請求人（申請人）につい
て記載し、その他の請求人（申請人）については別紙を付して所要の事項を記載するこL

11. 「事業主の氏名jの欄及ひ、ri青求人（申請人）の氏名」の械は、記名押印することに代えて、自筆による署名をす
ることがでさること。

12. 「個人番号」の欄については、請求人（申誇人）の個人番号を記載すること。

13. 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、「請求人（申請人）の氏名j欄の下の口にレ点を記入すること。

社会保険i作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示
労務士
記載欄

氏 名

⑮ 

電話番号

（）  



様式第18号（1)（表面）

労働者災害補償保険

年11,士石保険給付の受給権者の定期却特書（障害用）

変更・不変更

署長｜次長 l課長｜係長｜係

決裁 年月日

①管轄局署 CT年金証書の番号 ③受給権者の氏名 ④受給権者の生年月日 ⑤年齢

受

給
歳

権 ③年金たる保険給付の積類 ⑦現障害等級号

／ ／／  者

⑧勢災年金のほかに、厚生年金保険、国民年金ある 1受けている 2 受けていない
いは船員保険から労災と同じ事由（障害）で年金を受

厚
けていますか。 裁定請求中 －不支給韓定 来加入

生
「受けているjとした場合は、⑨から⑫までの械を記入 －購求していない ・老齢年金等選択

年
してください。 （支給停止の場合を含みます。）

－その他（

金
保 ~受けている厚生年 厚生年金保険法の 国民年金法の 船員保険法の

険 金保険、国民年金、船

等 員保険（厚生年金等） イ障害年金 ハ埠害年金 ホ障害年金

の の年金の種類をOで 口障害厚生年金 ニ障害基礎年金
受 囲んでください。

給
⑩等の基礎年年金金ま亘番書号の及年び金厚コー生ド年金 i i ＇十： i i i i i i 関 ' ' ' ""'""  ::: 

係 ⑪金等現在の支年給金さ額れている厚生年 年額 円 年額 円 年額 円

＠咽欄の年金額を支給されるこ 年 月 日 年 月 日 年 月 日
とにむった年月日

⑬添付書類 ｜住民票の写しまたは戸籍抄本欄の厚生年舗の年齢証明する書類（

上記のとおり現況を報告します。 T 電話番号（

（フリガナ）
年 月 日

住 所

（フリガナ）
労働基準監替署長殿

氏 名 ⑮ 

0 F』し、合わせ先（Frnmc)

提出期間 年 月 1日から 年 月末日まで



様式第 18号（1) （裏面）

［注意〕

1 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むこと。

2 この報告書には、次の書類を添えること。

(1) 受給権者の住民票の写し又は戸籍の抄本

（訪 問ーの事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合には、当該厚

生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することが C、きる書類

3 「氏名Jの欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる

とと。

作 世主 年 月 日

社会保険 提 出 代 行 者 氏 名 電話番号

事務代理者の表示
労務士

記載櫛 ⑪ 
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変更・不変更E閏ヱロ
①年金証書の1番号 ＠校盤号 曲受給権者の氏名 ＠受給権者の生年月日 ⑤ if' 献

受

給
苦を

権 ⑥年金たる保険給付の掻類
⑦被災労働者 申陣容の状態の有無 ＠時書の部位及び状態
との関係

者
あ な b、る ［診断書のとおり1

R労災年金のほかに、厚生年金保険、国民年金あるいは船 1 受けている z 受けていない
員保険から労災と関じ2響曲（死亡）で年金を受けています ・総定官育成中 ’平支給民定 ・米加入
か白 「受けている』とした場合は、由から⑭までの欄を記 e蒋.してL、片品、 ，老齢年金等週＂＇
入してください。 （文!ilP字止の場合を含みます切） 。そ切温（ ） 

厚

生 申受けている厚生年 厚生年金保険法の 国民年金訟の 船員保険法の
年
金｛持参L国民年念船

金 イ潰族年金 ハ母子年金 へ寡婦年金 チ遺族年金

保 員保険（厚生年金等｝

険 の年金の種類をOで
ロ遺族厚生年金 ヱ準母子年金 ト i此臨幕礎午金

VJ 
圃んでください島

ホ潰兜停金

受

給
品金軍出酔将指＂＇！島B号所及有明む世ー年ド • I < ' I ' E t l 

聞 ，’E ' ＇‘. ' : ' ・..司 ＇・ ー. ’： ' トb' ' : : E・・ • 
係
⑬現生住年支金給等さのれ年て金いる 年額 阿 年嗣 円 年額 円
＂＇制

＠さ才＠しる欄このと年に金なっ舗たを年支月給日 年 月 日 主手 月 日 年 月 日

氏 名（フリガサ） 生年月 a 年齢 住 所 花川亡源労働臨者 時事の有然

輸耳島

向島月 8 量亀
ある与ない

., 
TH 4': 月 日 帯主

ある・ない

一 三コー：：： •• 
＇＂年月 日 普弘

ある・ない

一一ー－－－－－－－聞F尚一ー一ー一一一』占』一ーー』ーーー』晶－－－－.. 
rn 圭E 日 日 議

ある・ない

l 

⑮添付書類｜診蹄住民票の写し戸籍謄本脚輔の厚生年舗の年献酬する輔（

I：自己のとおりu況を報告します。 主一一 貴重重量 l

!7.型ガて） …一一一一一 ヲ一一一一一一一…

空宇 月 日 住所

労働＂＇ ii＇：智，di手持長殿 !7.＿~jf：士L －一一一一一一一一一 ー一

氏名
⑪ 

r 
0 聞い合わせ先（F,百m,)

鍵山WI問 年 月 l日カミら 年 月末日まで



様式第18号（2) （裏面）

〔注意〕

1 事項を選択する場合には該当する事項をOで閏むこと D

2 この報告書には、次の書類を添えること。

(1) 受給権者及び受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受け

ることができる遺族の戸籍の謄本又は抄本

(2) 受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金又は遺族年金を受けることができ

る遺族については、その者が受給権者と生計を同じくしていることを証明すること

ができる書類

(3) 障害の状態にあることにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺

族及び遺族補償年金又は遺族年金の受給権者である妻については、その障害の状態

に関する医師又は歯科医師の診断書

（心 同 の事前により厚生年金保険の遺族厚生年金等が支給される場合には、当該摩

生年金保険の遺族厚生年金等の支給額を証明することができる書類

3 ③には、次の（1）及び（2）の者のみが記載すること。

(1) 障害の状態にあるととにより遺族補償年金又は遺族年金を受けることができる遺

族

(2) 死亡した労働者の妻

4 ⑫基礎年金番号及び厚生年金等の年金証書の年金コードを2つ有する場合は、下段

に記載すること。 3つ以上有する場合は、別紙を付して記載するとと。

5 ⑬から⑬及び⑮の欄に記載することができない場合には、別紙を付して所要の事項

を記載すること。

6 「氏名jの欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる

こと。

作 成 年 月 日

社会保険 提 出 代 行 者 氏 名 電話番号

労務士
事務代理者の表示

記載欄 ＠ 



様式第18号（3)（表面）

労働者災害補償保険

年告た石保険給付の受給権者の定期報告書（傷病用）

変更・不変更
署畳｜次長｜課長｜係長 係

決裁 年月日

①管轄局署 ②年金m:書の番号一 ③受給権者の氏名 ④受給権者の生年月日 ⑤年齢

受

給
歳

権 ⑤年金たる保険給付の種類 ⑦傷病区分及び現傷痛等級号 ③傷病による障害の状態

者
［診断書のとおりI

⑨勢災年金のほかに、厚生年金保険、国民年金ある 1受けている 2 受けていない
いは船員保険から労災と閉じ事由（障害）で年金を受

厚
けていますか。 裁定請求中 酔不支給裁定 未加入

生
「受けている」とした場合は、⑩から⑬までの槻を記入 －請求していない －老齢年金等選択

年
してください。 （支給停止の場合を含みます。）

－その他〔

金

保 ⑩受けている厚生年 厚生年金保険法の 国民年金法の 船員保技法の

険 金保険、医民年金、船

等 員保険（厚生年金等）
イ障害年金 ハ障害年金 ホ障害年金

の
の年金の種類をOで

口障害厚生年金 ニ障害基礎年金
受
因んでくださいロ

給
⑪等基の礎年年金金経番書号の及年び金厚コー生ド年金 : i i i i i : : : ’l ' E ト＇ ' ＇” E ' 

関 ,::: .. : .. ＂’ も’＇ : ：”’＇  ' ' : ”＇ ' : E’’｝トh : ”： : ’，h i ’，＇ ' E’ E ”＇ ' ” ' ’ 

係 命現在支給されている厚生年
年額 円 年額 円 年額 阿

金等の年金額 ／ 

＠申欄の年金額を支給きれるこ 年 月 日 年 ！月 日 年 月 日
とになった年月回

⑭添付書類 ｜診断書⑫欄の厚生年金等の欄を証明する書類（

上記のとおり現況を報告します。 了 電話番号（

（フリガナ）

年 月 日
住所

（フリガナ）

労働基準監替署長殿
氏 名 ＠ 

。問い合わせ先（Frnmcl

提出期間 年 月 1日から 年 月末日まで



様式第 18号（3) （裏面）

［注意〕

1 事項を選択する場合には該当する事項をOで囲むこと。

2 この報告書には、次の書類を添えること。

(1) 負傷又は疾病による障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書

(2) 間ーの事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合には、当該厚

生年金保険の障害厚生年金等の支給額を証明することができる書類

3 「氏名jの欄は、記名押印することに代えて、自筆による署名をすることができる

とと。

作 世主 年 月 日

社会保険 提 出 代 行 者 氏 名 電話番号

労務士
事務代理者の表，7'

記載欄 ⑮ 



冨
年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名
年舎の払法令融機関等変更届

様式第19号（表面）労働者災害補償保険亘

ー一O一樹紅白信必
須

項

目

変

更

後

住

所

氏

一
、
口
口
口
で
若
宮
れ
た
枠
（
以
下
、
「
記
λ
枠
」
と
い
一
1
）
に
記
入
iTる
文
宇
は
、
逸
子
的
文
字
読
取
装
置
（
O
C
R）
で
直
撃
読
容
在
日
3
の
て
こ
の
用
紙
を
汚
し
た
り
、
穴
や
聞
け
た
り
、

二
、
折
り
曲
げ
る
一
審
に
は
祈
砂
り
曲
げ
了
ク
桝
の
所
で
折
品
げ
て
く
だ
さ
い
。

※口※口
変
更
処
理

支給決定を受けた労働基準監督署名

労働基準監督署

被災労働者の氏名

選口口口口口口口 …口口。ま（！賢岳~＇.fl,-fsは
⑤枝番号り

金
書
号

E
年
証
番

0住所を変更した場合 ‘
※
印
の
欄
は
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
（
職
員
が
記
入
し
ま
す
）

口口票日口口口口口日口口口口日口口口口

品目白口口口口口口口口口口口口d1
~，~fo口口口口口口口口口口口口口d1
ttfo口口口口口口口口口

※ 

。都道府県名の次から記入してください。

口口口口口口口

一

都道
」亙二塁ー

の

‘＠裏面の注意事項を読んでから記入してくださいJ

アりガナ
金融 鍛T金庫 本店本所
機関名 農協漁協，信組 支店出防主新所

⑮口座番号（右ヅメ） 。口座番号が7桁未満の場⑨預金の種類 R＇金融機関コード｜店舗コード｜

~ 口口口口口口口 詑：ヲめて言入して ※口口口口口口口
融）
フリガナ
郵便貯金銀行の 都・道 市郡

支店等又は郵便局 府・県 区

長官；b白口白口l日目白口白日目白 ＠：；却設李！~~
⑬｜ 郵便局コード I 

※口口口口口口

0銀行・郵便局等を変更したい場合

0個人番号を登録・変更する場合
「 個 人書写一一一一1 I 

I I I I I I I I I I I I I I 

月

。当籍謄本または戸籍抄本を添付してください。）

I 変更前の氏名 ｜ 
lフリガナ ｜ 
i漢｜
ド字 ｜ 

氏名の変更年月日｜氏名の変璽理由 l
を宇

0氏名を変更した場合

h
u
 

円
U
肋
田
町
口

町
日
間
口

工
前
日

刑
囚
市
口

相
門
〕
一
相
一
一

叩
旧
日
口

町
日
目
口

同
日
間
日

制丁目一一軒口

四
日
～
口

届出人（受給権者）の

住所 氏名を変更した
上記のとおり払渡金融機関等を変更したいので届けますo
----－～＼、個人番号を登録 変更したい

話（

フリガナ

方）

篭

所住

T 

＠ 

I I I I I I 

フリガナ

労働基準監督署長殿

日月年

冨



樺式貴男1g号（寝殿

[ttf.f] 

1 口口口口で抑制立持i以下 f記入枠1レいろは記けるYT

j法N 光学的文字絞敗装陸IOCRiで官室按摂取りを汁うので、この摂訴は待しえ

旬、呼芸書ぷいF捕＜lfi >J歯iずたりし立い二：お、

2 ；；：：輯寸べき事項《，iJ:い樹立誌記入持拡2主再調山主士 FL a 事項.－選択 4トる場

げ；c!cl当E毒事績を心で臨み｛ただし a 必J段(P主？欄につL、てiciま事当する番号を記

入枠仁;;'2.？，するこ土ロ人海I羽tかっしーた縄文i1;;'2九枠jごは記載Lfよいニヘ

3 記入枠心部分時、必ず 黒色O),f, Aベシを使荷 L白右止に書記載Jきれた

It事準字倖j仁なら℃て芭枠カ1らはみIiiぞない lうに：女き桁のカタヵーがj主

リアラピア数字で明瞭に記載すること。

4 i'!' F草f技ff吾、名寺変更した場合には噌そ的事実を布哨するこいができる嘗経

二山地吟資料を添えて鑓計iするニJ ただし個人番号を届け出ていることで、

それらの事実と同等の情報が確認できる場合には添付を要しないことD

3 金融機関｛者世貯金強行の文事7等害a徐C I立は翁：i受紳金銭一行の.：＜と蕊存立は事

（を暗を変更 Lたい場合iCI立、年金のf也被Lを金融機関｛意捜貯金裂けの（主E君事

を除く。）から受けることを希望する者は i金融機関名」欄、⑪及び⑩欄に、

年金v，官、寝し本郵iぞ紳金盤汁，er，：支店等立は郵便J脅かb受付るニ衿を合望 i「手
者は I窓際貯金劉？？の.Ji:店7等又は郵便粍j欄＆l：ぬ；，繍；芋れぞれ・;;e離「る二台

なお、韓便貯金親子？の文官等又は郵間弱から払護！ーを萱iづるニんを希望宇一

る場舟であこ2て緩誌にkらtまも！とき品、 ？関金通横山Z在号詩号 j縛は累積す
る.f＇.，要は ftいこどy

6 「扇出入の住所」欄及び I届出入の氏名j欄には、受給権者本人の住所及び氏名

を記載することD

7 この変更届は、所轄労働基準監督署長に提出すること。また、届出人の住所を管

轄する労働基準監督署長を経由して提出しても差し支えないこと。

8 「届出入の氏名j欄は、記名押印に代えて、自筆による署名をすることができる

こと。

9 f個人番号j欄については、届出人（受給権者）の個人番号を記載すること。

10 本件手続を社会保険労務士に委託する場合は、 「届出入の氏名j欄の下の口にレ

点を記入すること。

社会保険

労務士

記載欄

氏 名 ｜電話番号

⑮ 


